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社会福祉施設職員等退職手当共済契約を締結した後は、社会福祉施設職員等退職手当共済約款
（以下「約款」といいます。）に基づき、共済契約者は機構に対し必要な届出を行う必要があります。 

届出は、退職手当共済システムから行ってください。２０２５年１月以降は、原則システムでの
届出となりますので、システム手続き編及び操作マニュアルを参照してください。 

なお、インターネット環境が無い等の理由により、退職手当共済システムのご利用が困難な場合
は、機構ホームページから届出様式をダウンロードし、提出してください。 

 

 

毎事業年度、４月１日において使用する被共済職員について、「掛金納付対象職員届（掛金届）」
を４月末日までに提出していただくことが必要です。「掛金届」は、全ての共済契約者が提出する必
要があります。（参考：共済法施行規則第１４条 約款第１８条） 

 

毎事業年度３月下旬に掛金届提出のご依頼文書をお送りします。退職手当共済システム上で作成、提出
してください。なお、２０２５年度以降は、紙の掛金届を同封していませんので、インターネット環
境が無い等の理由により、退職手当共済システムのご利用が困難な場合は、機構までご連絡くださ
い。 

 

毎事業年度、４月１日において使用する被共済職員についてご報告いただく掛金届に記載した職
員数に応じて、５月末日までに掛金を納付していただきます。（参考：共済法第１５～１６条、共済
法施行令第６条、共済法施行規則第８条の２～１１条、約款第６～１２条） 

 

ご報告いただく掛金届に記載されている職員数に応じた掛金を退職手当共済システムが自動計算
しますので、退職手当共済システムから振込依頼用紙をダウンロードしてお振り込みください。お
振り込み費用は共済契約者の負担となりますのでご了承ください。 

なお、期日までに掛金が納付されない場合は、納付されるまでの間、割増金が発生し、納付期限
から２か月を経過しても納付がない場合は共済契約の解除となりますのでご注意ください。 

災害その他やむを得ない理由により納付期限までに納付することができない場合はご相談ください。 

 

 

職員を採用し、その職員が加入要件を満たしている場合は、「新規加入者の登録」より加入手続きをし
てください。 

なお、その職員が前共済契約者において１年以上在籍していた被共済職員であり、退職手当金を
請求していない場合は、「合算制度」により被共済職員期間を引き継ぐことが可能ですので、必ずご
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確認ください。「継続異動」（共済契約者間の同意による転籍）の場合には、前共済契約者での被共
済職員としての在籍期間が１年未満の場合でも通算できます。 

（１） 当年度４月１日まで（４月１日を含む）に採用した加入要件のある職員の加入手続き 

  掛金届提出前にお手続きください。 

（２） 当年度４月２日以降に採用した加入要件のある職員の加入手続き 

加入要件を満たした時点で、速やかにお手続きください。 

引継ぎコードを受領し、速やかにお手続きください。 

職員が退職した場合、または加入要件を満たさなくなった場合は、以下のいずれかの手続きをと
ることができます。 

（１） 退職手当金の請求（ただし、被共済職員としての在籍期間および被共済職員期間が１年未満
の場合は除きます） 

（２） 合算制度の利用（ただし、被共済職員としての在籍期間が 1 年未満の場合は除きます） 

（３） 継続異動の利用 

システム手続き編２を参照のうえ、速やかにお手続きください。 

 

共済契約者の名称・住所に変更がある場合、「契約者の名称や住所の変更が発生した場合の届出」
より、変更手続きをしてください。各施設の名称、所在地、施設種類に変更がある場合、「施設の名
称や住所の変更が発生した場合の届出」または「施設種類を変更した場合の届出」より、変更手続
きをしてください。 

 

新しく施設・事業を開始したときは、「新しく施設・事業を開始した場合の届出」より、手続きを
行ってください。 

なお、社会福祉施設等を開始した場合は、上記の手続きは必須ですが、特定介護保険施設等、申
出施設等の場合は任意です。 

 

退職手当共済システムにて施設情報等を入力し、施設・事業の認可書等を添付したうえで登録し
てください。  
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